
肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方

肝炎ウイルスによる慢性肝疾患で療養中の方　へ

（東京都ウイルス性肝炎重症化予防推進事業）　　　　平成26年10月20日より受付開始

区市町村又は東京都保健所が実施した肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方、肝炎ウイルスによる

慢性肝炎・肝硬変・肝がんで療養中の方を対象に、医療機関で精密検査を受けた際の医療費の自己負担分

を助成します。

／愛染叢漆器襲鶏蒸讃饗濠饗襲発露 

！初回精密検査費用助矧 � 

肝炎ウイルス検査を 

受けた区市町村又は東 
京都保健所から、「初回 

精密検査費用請求書」、 
「フォローアップ事業参 

加同意書」を受け取る。 

i定期検査費用助成1 

東京都福祉保健局 
ホームページ又は東京 

都肝臓専門医療機関で 

「定期検査費用請求書」、 

「フォローアップ事業参 

加同意書」を受け取る。 

肋回精密検査費用助成l �＋ 
医療機関を受診し検 

杏を受ける。 

（領収書と塑塾唾を 
必ず保管してくださ 
い。） 

l定期検査費用助成l 

「東京都肝臓専門医療 

機関」を受診し検査を 
受け、所定の診断書に 

記載してもらう。 

（領収書と診療明細書も 

必ず保管してくださ 
い。） 

住民票の写し等を含 � 
めた申請書類一式を東 

京都疾病対策課に郵送 

する。（「申請方法」の 

欄を参照してくださ 
い。） 

申請後、都の条件確 
認を経て助成の決定が 

なされた方には、保険 

診療の自己負担分を金 

融機関の指定口座に振 

り込む。 

申請書類を揃えて、下記に郵送してください。

年貢繭＿韻重め董繕毒期限は、－聖篭塵垂 
4月12－0－日∴／（－離幅＼動）です。 

◆東京都福祉保健局

切り取ってお手持ちの封筒に貼り、切手を

貼って投函してください。

↓

〒163－8001 

東京都新宿区西新宿2－8－1 

東京都福祉保健局保健政策部 

疾病対策課疾病対策係う 



対　　象　　者 �以下の全ての要件に該当する方 

（1）助成申請時に東京都内に住民票のある方 

（2）医療保険各法（後期高齢者含む）の規定による被保険者又は被扶養者 

（3）平成26年4月1日以降に区市町村または東京都保健所が実施した肝炎ウイルス検 

査を受け、費用助成請求日の前1年以内に陽性と判定された方 

（4）定期的な状況確認の連絡（フォローアップ）を受けることに同意した方 

助成対象費用 �初診料（再診料）、ウイルス疾患指導料及び血液検査、超音波検査費用として東京 
都が認めた費用。（医師が真に必要と判断したものに限る。） 

助　成　回　数 �1回 

対象となる検査 �肝炎ウイルス検査で陽性と判定された後、迦逆壬医療機関で受ける措密検査 

（1）血液形態“機能検査　　（5）肝炎ウイルス関連検査 

（2）出血“凝固検査　　　　（6）微生物核酸同定〃定量検査 

（3）血液化学検査　　　　　（7）超音波検査（断層撮影法（胸腹部）） 

（4）腫瘍マーカー 

申請に必要な �（1）初回精密検査費用請求書（様式3） 
（2）医療機関の領収書及び診療明細書（レシートやコピーは不可） 
（3）肝炎ウイルス検査の結果通知書（区市町村“都保健所が実施した検査 

書類 �結果）のコピー 
（4）対象者の住民票の写し（コピーは不可） 
（5）フォローアップ事業参加同意書（様式1） 

申請する前に チェック！ �□　初めて受ける精密検査です。 
□　平成26年4月1日以降に、区市町村または東京都保健所が実施した 

肝炎ウイルス検査を受けました。 
□　陽性と判定されてから1年以内の請求です。 
□　前ページ記載の請求期限を過ぎていません。 

初回精密検査助成を受けた方

は、同じ年度内に受けた定期

検査の費用の助成は受けられ

ません。

馨

一連の検査が複数の日にわたった場合、 

i検査日の間隔が1か月の期間内のもの） 

美　であれば一連の検査とみなされますの 

で、まとめて請求してください。 

（初回精密検査・定期検査とも） 

ー　診断書発行にかかる費用は助成 

されません。定期検査費用より 

も、助成を受けるための診断書 

のほうが高くなると、損をして 

しまいますのでご注意ください。 



対　　象　　者 �以下の全ての要件に該当する方 

（1）助成申請時に東京都内に住民票のある方 

（2）医療保険各法（後期高齢者含む）の規定による被保険者又は被扶養者 

（3）肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変または肝がん患者の方 

（治療後の経過観察の方も含む） 

（4）定期的な状況確認の連絡（フォローアップ）を受けることに同意した方 

）B型〃C型ウイルス肝炎治療医療費助成の受給中でない方 

（6）民税非課税世帯に属する方 
＿■′ 

助成対象費用 �東京都肝臓専門医療機関において実施された検査に係る初診料（再診料）、ウイ ルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として都が認めた費用。l匡匝 

が真に必要と判断したものに限る。） 

助　成　回　数 �年1回（4月から3月までの年度毎に1回） 

対象となる検査 �（1）血液形態“機能検査　（5）肝炎ウイルス関連検査 

（2）出血“凝固検査　　　（6）微生物核酸同定“定量検査 

（3）血液化学検査　　　　（7）超音波検査（断層撮影法（胸腹部）） 

（4）腫瘍マーカー 

＊肝硬変“肝がん（治療後の経過観察を含む）の場合、超音波検査に代えてCT撮影 

又はMRI撮影を対象とすることができる 

＊各検査において造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象 

申請に必要な 書類 ※（2）～（5）の書類は コピー不可 �（1）定期検査費用請求書（様式4） （2）東京都肝臓専門医療機関の領収書及び診療明細書（レシートは不可） 

（3）住民票の写し（対象者及び対象者と同一世帯に属する全量璽記載のあるもの） 

（4）地方税法の規定による住民税非課税証明書（上記（3）の全員盆） 

（5）東京都肝臓専門医療機関の肝臓専門医が記載した診断書（様式5） 

（6）フォローアップ事業参加同意書（別紙様式1） 

申請する前に �□　東京都肝臓専門医療機関で検査を受けました。 
肝臓専門医療機関については、東京都福祉保健局ホームページで確認してください。 
http：／／www．fukushihoken．metrQ．toky°Jp／iryo／iryo＿hoken／kanen＿Senryaku／index．html 

チェック！ �口　年度内（4月から3月未まで）の検査で初めての請求です。 
□　平成26年4月1日以降に受けた定期検査です。 
□　表紙に記載の請求期限を過ぎていません。 

提出する区市町村民税の非課税証明書の年度は � 

定期検査を受診したのが4月から6月までの方 ＋前年度分 定期検査を受診したのが7月から3月までの方 

奮j　　　　　‾簸 

婆慈麦妻嚢∵∴準　　　　　＋　当年度分 

となります。 ∴言上，，i＿，－．。「こ高．∴i＿∴∴一∴．－，∴－∴∴∴∵∴一、一∴∴∴。．一言し。j…∴丁二心二「、ふ∴寄．即、。，親．二．∵∴ 



＿黍繋謹麗饗饗繋溺蒸発議題繋態悉一　題‾‾‾　　　　　　　　　←i”議題饗発露－≡ 

曇㊨認諾諾講書 

：∴襲三‡三三芸三霊三： 
書類が不足している場合は、さらに 

期間がかかる場合があります。振り　＿ 

込みをする前に、決定通知書をお送 

DLます。不承認となった場合も、 

書面で通知します。 

㊨器諾駕詣諾課 � 
い場合には、医療機関で領収書発 

行の際に、助成対象の項目と助成対 

象外の項目を分けてもらわないとい 

けませんか。 ‾㊨器器諾諾 

いて結構ですので、通常どおり発行 

してもらってください。 

肝がんの定期検査で、血液検査を
A病院で、MRlをBクリニックで行

いました。Bクリニックは東京都指

定の肝臓専門医療機関ではありま
せん。A病院の分しか請求できま
せんか？

一連の検査として、A病院の医師の

指示で、別のクリニックでMRlやCT

を実施した場合は対象となりますの

で、両方の領収書と診療明細書を添

付してください。所定の診断書は、
A病院の肝臓専門医にまとめて書い

てもらってください。

も

i⑲蒜言誤蒜軸ことの 

㊧≡萎三三三葦 
療機関の受診状況等の確認を行うこ　≡ 

とです。必要に応じて年1回程度、 

調査票を送付したり、電話をかけた 

DLます。検査費用の助成を受ける 

ためには、フォローアップ事業への 

参加が必須条件となっています。 一一二二義三三一二，酷高三－ニ闇、三一品＝i調1－－1＼〈一一＼主∴－1－－ふ一、－、1（＼一一、．i＼‘－＼調一一i＼∠1、、＼＼一・一＼一‥一、－－－、、－－′ 

肝臓専門医療機関など詳しくは

東京都　肝炎対策
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肝炎精密検査費用のご案内
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